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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用のストラット型懸架装置における上側座と下側座との間に装着され、装着状態
においてコイルばね本体の上側座巻が前記上側座に着座し、前記コイルばね本体の下側座
巻が前記下側座に着座する懸架コイルばねであって、
　荷重が印加されない自由状態において、前記コイルばね本体の外径の中心を結んだコイ
ル軸が一直線となるよう構成し、
　前記装着状態において、前記上側座と前記上側座巻とが、前記上側座巻上の二箇所の上
側接触点で実質的に接触し、
　前記装着状態において、前記下側座と前記下側座巻とが、前記下側座巻上の一箇所の下
側接触点で実質的に接触し、
　かつ、二点の前記上側接触点を前記上側座巻の車両の前後方向に離間するよう配設する
と共に、一点の前記下側接触点を前記下側座の前記二点の上側接触点を通り座巻中心軸に
平行な平面より車両外側の位置に配設したことを特徴とする懸架コイルばね。
【請求項２】
　前記上側座巻が前記上側座巻の中心点を通り車両左右方向に延在する線分に対して略対
称となるよう構成したことを特徴とする請求項１記載の懸架コイルばね。
【請求項３】
　前記下側座巻を逆ピッチとしたことを特徴とする請求項１又は２記載の懸架コイルばね
。
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【請求項４】
　前記上側座巻が前記上側座と接触する二点を結ぶ前記車両の前後方向に延在する線分が
、前記上側座巻の中心位置に対し前記車両の左右方向の所定範囲内に位置するよう設定し
たことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の懸架コイルばね。
【請求項５】
　前記所定範囲を前記上側座巻の巻数で０．４巻以上０．６巻以下の範囲とすると共に、
前記上側座巻が前記上側座巻の中心点を通り車両左右方向に延在する線分に対して略対称
となるよう構成したことを特徴とする請求項４記載の懸架コイルばね。
【請求項６】
　前記上側座巻が前記上側座とが実質的に接触する二点を結ぶ前記車両の前後方向に延在
する線分が、前記上側座巻の中心点を通り車両前後方向に延在する線分上又は、該車両前
後方向に延在する線分に対して略平行となるよう構成したことを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか一項に記載の懸架コイルばね。
【請求項７】
　請求項１乃至６記載のいずれか一項に記載の懸架コイルばねを備えたストラット型懸架
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用のストラット型懸架装置に用いられる懸架コイルばね、及びこの懸
架コイルばねを備えたストラット型懸架装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車用の懸架装置として広く普及しているストラット型懸架装置は、ショック
アブソーバをホイールに対する位置決め用の支柱（ストラット）として利用する構成とさ
れている。このストラットとしてのショックアブソーバは、シリンダと、このシリンダに
摺動可能に支持されたロッドと、このロッドの外周側に配置された懸架コイルばねとを備
えている。
【０００３】
　このストラット型懸架装置では、ロッドの上端部がストラットマウント等を介して車体
へ連結されると共に、シリンダの下端部がホイールを回転可能に支持するナックルに剛体
結合される。ナックルは、ロアーアームを介して車体にピボット結合されている。
【０００４】
　また懸架コイルばねは、車体側に固定された上側座とシリンダ外周面に固定された下側
座との間に圧縮状態となるように配置され、ロッドの外周側に支持される。
【０００５】
　上記のストラット型懸架装置は、他の独立懸架式のものと比較し、部品点数が少なく構
造が簡単であると共に、設置スペースが小さくすむというメリットがある。
【０００６】
　しかしながら、ストラット型懸架装置では、ストラット軸と荷重入力軸（タイヤ接地点
とストラットのアッパマウント点とを結んだ軸）がずれているため、ストラットに曲げモ
ーメントを発生させる。この曲げモーメントは、ショックアブソーバの摺動部に横力を及
ぼすため、ロッドの摩擦を増大させてショックアブソーバの円滑な作動を妨げ、自動車の
乗り心地を悪化させる要因となる。
【０００７】
　このような曲げモーメントの低減策としては、従来から懸架コイルばねの形状を変形さ
せたり、また座巻に強当たり部を設けたりすることが提案されている。懸架コイルばねの
形状を変形させた低減策として、例えば特許文献１には懸架コイルばねをストラットに対
し偏心させて嵌装すると共に、下部に偏心させて連設したピッグテイル座巻を設けた構成
が提案されている。また特許文献２には、懸架コイルばねのばね中心線が無負荷状態にお
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いてＳ字形状となるよう構成することが提案されている。
【０００８】
　また、座巻に強当たり部を設ける低減策として、例えば特許文献３には座巻部に複数の
突起を設け、懸架コイルばねに印加される荷重の大きさにより選択的に突起部がばね座に
接触するようにした構成が提案されている。更に、特許文献４には、懸架コイルばねの上
側座巻及び下側座巻にそれぞれ１個の強当たり部を設けた構成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】実公昭５８－０３２９７０号公報
【特許文献２】特許２６４２１６３号
【特許文献３】特許４３３６２０３号
【特許文献４】欧州特許公開７２８６０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１に開示された構成では、懸架コイルばねをストラットに対し
偏心させるため、懸架コイルばねの取り付けスペースが大きくなる。また、懸架コイルば
ねの下部にピッグテイル座巻を偏心させて連設するという構成では十分な曲げモーメント
低減効果が得られない。また、特許文献２に開示された構成では、懸架コイルばねの形状
がＳ字形状であるため、設置スペースが大きくなってしまうという問題点があった。
【００１１】
　また、特許文献３に開示された構成では、座巻部に複数の突起を設ける必要があり、そ
の製造が複雑であるという問題点があった。更に、特許文献４に開示された構成では、強
当たり部が座巻の素線上一点であったため、特にばね反力の上側座に対する作用点（上側
荷重位置）に座巻の中心を持ってくることができず、ストラットに発生する曲げモーメン
トを確実に除去することができなかった。
【００１２】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、取り付けスペースの縮小化を図ること
ができると共にショックアブソーバにフリクションが発生するのを抑制しうる懸架コイル
ばね、及びこの懸架コイルばねを備えたストラット型懸架装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一側面によると、
　自動車用のストラット型懸架装置における上側座と下側座との間に装着され、装着状態
においてコイルばね本体の上側座巻が前記上側座に着座し、前記コイルばね本体の下側座
巻が前記下側座に着座する懸架コイルばねであって、
　荷重が印加されない自由状態において、前記コイルばね本体の外径の中心を結んだコイ
ル軸が一直線となるよう構成し、
　前記装着状態において、前記上側座と前記上側座巻とが、前記上側座巻上の二箇所の上
側接触点で実質的に接触し、
　前記装着状態において、前記下側座と前記下側座巻とが、前記下側座巻上の一箇所の下
側接触点で実質的に接触し、
　かつ、二点の前記上側接触点を前記上側座巻の車両の前後方向に離間するよう配設する
と共に、一点の前記下側接触点を前記下側座の前記二点の上側接触点を通り座巻中心軸に
平行な平面より車両外側の位置に配設する。
 
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明の一側面によれば、コイルばねの取り付けスペースの縮小化を図ることができる
と共に、ショックアブソーバのフリクションの発生を抑制し、更に、ストラットマウント
軸受部に均一な荷重（ばね反力）が作用してストラットマウントのこじりを抑えることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねの正面図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねが組み付けられたストラット
型懸架装置を示す構成図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねの斜視図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねをストラット型懸架装置に組
み付けて通常の荷重が印加された場合の、上側座と上側座巻部及び下側座と下側座巻部の
各接触における応力分布図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねの動作を説明するための図で
ある。
【図６】図６は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねの第１変形例を示す斜視図で
ある。
【図７】図７は、本発明の一実施形態である懸架コイルばねの第２変形例を示す斜視図で
ある。
【図８】図８は、参考例である懸架コイルばねを示す図である。
【図９】図９は、参考例である懸架コイルばねをストラット型懸架装置に組み付けて通常
の荷重が印加された場合の、上側座と上側座巻部及び下側座と下側座巻部の各接触におけ
る応力分布図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、添付の図面を参照しながら、本発明の限定的でない例示の実施形態について説明
する。
【００１７】
　なお、添付の全図面の中の記載で、同一又は対応する部材又は部品には、同一又は対応
する参照符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面は、特に指定しない限り、部
材もしくは部品間の相対比を示すことを目的としない。従って、具体的な寸法は、以下の
限定的でない実施形態に照らし、当業者により決定することができる。
【００１８】
　また、以下説明する実施形態は、発明を限定するものではなく例示であって、実施形態
に記述される全ての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なものであるとは限
らない。
【００１９】
　次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
【００２０】
　図１及び図３は本発明の一実施形態である懸架コイルばね１０を示しており、図２はこ
の懸架コイルばね１０が組み付けられたストラット型懸架装置１２（以下、単に懸架装置
１２という）を示している。なお図２では、懸架装置１２の上端部の支持部分を除く部分
については、二点鎖線で示している。
【００２１】
　まず、懸架装置１２の構成について説明する。
【００２２】
　懸架装置１２は、図２に示されるように、車輪４４を位置決めするための支柱（ストラ
ット）としてショックアブソーバ１４を備えている。ショックアブソーバ１４は、ガス、
オイル等の流体が封入されたシリンダ１６及び、このシリンダ１６内に摺動可能に配置さ
れたピストン（図示省略）に連結されシリンダ１６から上方へ突出するロッド１８を備え
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ている。
【００２３】
　ロッド１８は、その上端部がストラットマウント２０を介して自動車の車体３０に弾性
的に連結されている。また、ロッド１８の上端側には、上側座２２が配設され、シリンダ
１６の中間部には下側座２４が配設されている。
【００２４】
　懸架コイルばね１０は、ショックアブソーバ１４の外周位置に、上側座２２と下側座２
４との間に圧縮状態で配置される。この結果、装着状態の懸架コイルばね１０には、ばね
反力ＷＲが発生する。以下の説明では、このばね反力ＷＲが作用する軸線をばね反力軸Ａ
Ｒというものとする。
【００２５】
　ショックアブソーバ１４の下端部は、車輪４４を回転可能に支持するナックル２６に剛
体結合されている。このナックル２６は、ロアーアーム２８を介して自動車の車体３０に
ピボット結合されている。
【００２６】
　これにより、ナックル２６に軸支される車輪４４は、ショックアブソーバ１４及び懸架
コイルばね１０を介して車体３０を支持すると共に、ロアーアーム２８を介して車体３０
を支持する。
【００２７】
　次に、懸架コイルばね１０の構成について説明する。
【００２８】
　図１は、荷重が印加されない自由状態の懸架コイルばね１０を示している。懸架コイル
ばね１０は、コイルばね本体１１の上側に上側座２２に着座する上側座巻部３２が形成さ
れ、またコイルばね本体１１の下側に、下側座２４に着座する下側座巻部３４が形成され
ている。
【００２９】
　本実施形態に係る懸架コイルばね１０は、荷重が印加されない自由状態において、コイ
ルばね本体１１の外径の中心を結んだコイル軸が一直線となるよう構成されているが、こ
れに限定されるものではない。また、自由状態において、コイルばね本体１１の、上側座
巻部３２、下側座巻部３４及び各座巻部３２，３４への移行部を除いた部分のコイル軸を
中心としたコイル外径Ｄは等しく設定されているが、これに限定されるものではない。
【００３０】
　一方、上記のように懸架コイルばね１０は懸架装置１２に装着された状態で、上側座巻
部３２が上側座２２に着座し、下側座巻部３４が下側座２４に着座する。上側座２２及び
下側座２４は略円板状に形成されており、その中央位置にはリブ状の装着部２２ａ，２４
ａが形成されている。
【００３１】
　懸架コイルばね１０の上側座巻部３２及び下側座巻部３４は、この装着部２２ａ，２４
ａが内部に挿入されるように上側座２２及び下側座２４に装着される。これにより、懸架
コイルばね１０は上側座２２及び下側座２４に位置決めされる。
【００３２】
　ここで図１乃至図４を用いて、上側座巻部３２が上側座２２に接触する位置、及び下側
座巻部３４が下側座２４に接触する位置について説明する。
【００３３】
　なお、以下の説明において、上側座巻部３２の中心位置を上側座巻中心点ＣＭＵといい
、下側座巻部３４の中心位置を下側座巻中心点ＣＭＬという（図３参照）。
【００３４】
　また、上側座巻中心点ＣＭＵを通り車両前後方向に延在する線分を上側前後方向線ＦＢ
Ｕといい、上側座巻中心点ＣＭＵを通り車両左右方向に延在する線分を上側左右方向線Ｒ
ＬＵという。
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【００３５】
　また、下側座巻中心点ＣＭＬを通り車両前後方向に延在する線分を下側前後方向線ＦＢ
Ｌといい、下側座巻中心点ＣＭＬを通り車両左右方向に延在する線分を下側左右方向線Ｒ
ＬＬという。
【００３６】
　更に、上側座２２の上側座巻中心点ＣＭＵと下側座巻中心点ＣＭＬを結んだ軸を座巻中
心軸ＣＭという。
【００３７】
　本実施形態に係る懸架コイルばね１０は、荷重が印加されない自由状態において、コイ
ル軸と座巻中心軸ＣＭとが一致するよう構成されているが、これに限定されるものではな
い。
【００３８】
　本実施形態では、上側座巻部３２を０．５巻（１８０°巻）としている。また上側座巻
部３２は、図３に示されるように、上側左右方向線ＲＬＵに対して略対称となるよう構成
されている。
【００３９】
　０．５巻とされた上側座巻部３２は、平面視すると（即ち、座巻中心軸ＣＭ方向の上方
から上側座巻部３２を見ると）、略半円弧形状を有している。よって０．５巻とされた上
側座巻部３２は、１８０°離間した一対の端部Ｐ１，Ｐ２を有した構成となっている（図
３参照）。上側座巻部３２は、主に端部Ｐ１，Ｐ２において上側座２２と接触する（以下
、この端部Ｐ１，Ｐ２を上側接触点Ｐ１及び上側接触点Ｐ２という）。
【００４０】
　上側接触点Ｐ１は、懸架コイルばね１０を構成するばね素線の上端部である。また上側
接触点Ｐ２は、上側接触点Ｐ１よりも０．５巻された位置（即ち、上側接触点Ｐ１から１
８０°巻かれた位置）となる。
【００４１】
　この上側座巻部３２の二つの上側接触点Ｐ１，Ｐ２は、上側前後方向線ＦＢＵ上に位置
するよう構成されている。よって、上側座巻部３２の上側接触点Ｐ１，Ｐ２を結ぶ線分は
、上側前後方向線ＦＢＵ上に重なった状態となっている。また、上側接触点Ｐ１と上側接
触点Ｐ２の略中央位置は、上側座巻中心点ＣＭＵとなる。
【００４２】
　一方、下側座巻部３４は逆ピッチとされている。ここで逆ピッチとは、ばね素線をピッ
チが減少するよう巻回することをいう。
【００４３】
　図１に示されるように、下側座巻部３４は水平方向に対して矢印αで示す角度を有した
構成とされている。この下側座巻部３４は懸架コイルばね１０を構成するばね素線の下端
部から０．７５巻されている。なお、ばね素線下端部からの巻数は０．７５巻に限定され
るものではなく、０巻（この場合のみ、逆ピッチとならない）から１巻近くまで取り得る
。
【００４４】
　下側座巻部３４を逆ピッチとすることにより、下側座巻部３４は下側座２４と略一点に
おいて接触することになる。いま、上記した上側接触点Ｐ１，Ｐ２の二点を通り座巻中心
軸ＣＭに平行な平面（図３に、矢印ＰＬＡで示す一点鎖線の平面）を想定した場合、下側
座巻部３４はこの平面ＰＬＡより車両外側に位置した略一点において下側座２４と接触す
るよう構成されている（以下、この点Ｐ３を下側接触点Ｐ３という）。
【００４５】
　この下側接触点Ｐ３は、図３に示されるように下側左右方向線ＲＬＬ上で、かつ下側座
巻中心点ＣＭＬよりも車両外側（図中矢印ＯＵＴで示す方向が車両外側となる）に図中矢
印Ｌで示す距離だけ離間した位置とされている。
【００４６】
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　次に図２を用いて、上記構成とされた懸架コイルばね１０を装着した懸架装置１２に作
用する荷重について説明する。
【００４７】
　図２において、ＡＳはショックアブソーバ１４の中心軸であるストラット軸、ＡＫは車
輪４４の操舵中心軸であるキングピン軸、ＡＬはロアーアーム２８の中心軸であるロアー
アーム軸、またＡＡは路面からショックアブソーバ１４への荷重入力軸である。
【００４８】
　懸架装置１２には、路面からの路面反力Ｗが車輪４４の路面との接触面の中心位置から
鉛直方向に作用する。更に、路面反力Ｗに対抗する荷重軸線力ＷＵは、懸架装置１２に対
し、ショックアブソーバ１４の上端から荷重入力軸ＡＡに沿って作用する。路面反力Ｗと
荷重軸線力ＷＵとの合成力であるロアーアーム軸力ＷＣは、ロアーアーム軸ＡＬに沿って
ロアーアーム２８の根元部に作用する。
【００４９】
　本実施形態によれば、懸架コイルばね１０が懸架装置１２に装着された状態においては
、座巻中心軸ＣＭがストラット軸ＡＳと一致している構成となっているがこれに限定され
るものではなく、座巻中心軸ＣＭがストラット軸ＡＳに対して傾斜又は平行移動した構成
としてもよい。
【００５０】
　ここで、荷重軸線力ＷＵが作用する荷重入力軸ＡＡと、懸架コイルばね１０のばね反力
ＷＲが作用するばね反力軸ＡＲに注目する。
【００５１】
　まず参考のため、懸架装置に装着した際に上側座巻部１３２の全面が上側座２２に接触
する構成の懸架コイルばね１００を図８に示す。
【００５２】
　この懸架コイルばね１００は、図８に示されるように下側座巻部１３４が逆ピッチとさ
れている。下側座巻部１３４は水平方向に対し矢印α１で示す角度を有している。このよ
うに、下側座巻部１３４が逆ピッチとされていることにより、ばね反力ＷＲは下側接触点
Ｐ３に主に作用する。この下側接触点Ｐ３は、下側座巻中心点ＣＭＬから車両外側に離間
した位置となる。
【００５３】
　これに対して上側座巻部１３２は、その全面が上側座２２と接触している。このため、
ばね反力ＷＲが上側座２２に作用する点は、座巻中心軸ＣＭに対して下側接触点Ｐ３と反
対側の位置（図８に矢印Ｐ４で示す位置）となる。
【００５４】
　図９は、これを実証する図面である。図９（Ａ）は、懸架装置に装着した際に上側座巻
部１３２の全面が上側座２２に接触する構成の懸架コイルばね１００を懸架装置１２に組
み付けて通常の荷重が印加された場合の、上側座巻部１３２と上側座２２との接触におけ
る応力分布を示しており、図９（Ｂ）は下側座巻部１３４と下側座２４との接触における
応力分布を示している。
【００５５】
　このように、図８に示した懸架コイルばね１００では、図９に示されるようにばね反力
ＷＲが上側座２２に作用する位置Ｐ４は、上側座巻中心点ＣＭＵから車両内側に大きく離
間した位置となる。
【００５６】
　従って図８に示す懸架コイルばね１００では、下側接触点Ｐ３と位置Ｐ４を結んだばね
反力軸ＡＲは大きく傾いて、荷重入力軸ＡＡとずれてしまう。この荷重入力軸ＡＡとばね
反力軸ＡＲのずれにより、ショックアブソーバ１４には曲げモーメントが作用しショック
アブソーバ１４の摺動部におけるフリクションが増大してしまう。
【００５７】
　更に、ばね反力ＷＲが作用する位置Ｐ４は、上側座巻中心点ＣＭＵから車両内側に大き
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く離間している。このため、ストラットマウント２０の軸受部４２に偏った荷重（ばね反
力）が作用してマウントのこじりが生じ、これも乗り心地悪化の要因となってしまう。
【００５８】
　これに対して本実施形態に係る懸架コイルばね１０は、懸架装置１２に装着された状態
において、上側座２２と上側座巻部３２が、二箇所の上側接触点Ｐ１，Ｐ２のみで実質的
に接触するよう構成している。従って、上側座２２と上側座巻部３２は、二箇所の上側接
触点Ｐ１，Ｐ２において強く接触する。
【００５９】
　図４（Ａ）は、本実施形態による懸架コイルばね１０を懸架装置１２に組み付けた状態
における上側座巻部３２と上側座２２との間に発生する応力の分布を示している。同図よ
り、上側接触点Ｐ１，Ｐ２において上側座２２と上側座巻部３２との間に大きな応力が発
生していることが分かる。
【００６０】
　この上側接触点Ｐ１，Ｐ２の中央位置は、上側座巻中心点ＣＭＵの位置と略一致してい
る。また上側座巻部３２は上側座２２と実質的に二点で接触しているため、上側座巻部３
２は上側接触点Ｐ１，Ｐ２を結ぶ上側前後方向線ＦＢＵを中心として上側座２２に対して
揺動可能な構成となっている。
【００６１】
　このため、本実施形態に係る懸架コイルばね１０を懸架装置１２に用いた場合、ばね反
力ＷＲの上側作用点は略上側座巻中心点ＣＭＵに位置し、この位置から外れるようなこと
はない。
【００６２】
　ここで、上側座２２と上側座巻部３２とが、二箇所の上側接触点Ｐ１，Ｐ２のみで実質
的に接触するとは、上側座巻部３２の上側接触点Ｐ１，Ｐ２以外の位置（以下、Ｐ１，Ｐ
２以外位置という）が上側座２２と接触しても、このＰ１，Ｐ２以外位置に作用する荷重
が上側接触点Ｐ１，Ｐ２に作用する荷重に比べて小さいことをいう。
【００６３】
　懸架コイルばね１０を懸架装置１２に装着した場合、路面から車輪４４を介しての路面
反力Ｗが懸架装置１２に入力されることにより、懸架コイルばね１０は上側座２２に対し
て変位する（図５参照）。この際、上側座巻部３２は上側接触点Ｐ１，Ｐ２を結ぶ上側前
後方向線ＦＢＵを中心として揺動するため、上側接触点Ｐ１，Ｐ２に加え、Ｐ１，Ｐ２以
外位置と上側座２２とが接触することが考えられる。
【００６４】
　しかしながら、この接触時にＰ１，Ｐ２以外位置に作用する荷重は、上側接触点Ｐ１，
Ｐ２に作用する荷重に比べて小さい。従って、Ｐ１，Ｐ２以外位置が上側座２２と接触し
ても、ばね反力ＷＲは主に上側接触点Ｐ１，Ｐ２の中央位置、つまり上側座巻中心点ＣＭ
Ｕの位置に作用することになる。
【００６５】
　また懸架コイルばね１０の下側においては、下側座２４と下側座巻部３４は、一箇所の
下側接触点Ｐ３で実質的に接触するよう構成されている。従って、下側座２４と下側座巻
部３４は、一箇所の下側接触点Ｐ３において強く接触する。
【００６６】
　図４（Ｂ）は、懸架コイルばね１０を懸架装置１２に組み付けた状態における下側座巻
部３４と下側座２４との間に発生する応力分布図を示している。同図より、主に下側接触
点Ｐ３において下側座２４と下側座巻部３４との間に大きな応力が発生していることが分
かる。
【００６７】
　ここで、下側座２４と下側座巻部３４とが、一箇所の下側接触点Ｐ３で実質的に接触す
るとは、下側座巻部３４の下側接触点Ｐ３以外の位置（以下、Ｐ３以外位置という）が下
側座２４と接触しても、このＰ３以外位置に作用する荷重が下側接触点Ｐ３に作用する荷
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重に比べて小さいことをいう。
【００６８】
　路面から車輪４４を介しての路面反力Ｗが懸架装置１２に入力され、下側座２４に対し
て懸架コイルばね１０が変位した場合、下側接触点Ｐ３に加え、Ｐ３以外位置が下側座２
４と接触することが考えられる。
【００６９】
　しかしながら、この接触時にＰ３以外位置に作用する荷重は、下側接触点Ｐ３に作用す
る荷重に比べて小さいものとなる。従って、Ｐ３以外位置が下側座２４と接触する場合で
あっても、ばね反力ＷＲは主に下側接触点Ｐ３又はこれに近い位置に作用することになる
。
【００７０】
　この下側座２４と下側座巻部３４が実質的に接触する下側接触点Ｐ３又はその近接点は
、ばね反力ＷＲの下側の作用点となる。このばね反力ＷＲの下側作用点は下側座巻部３４
の水平方向に対する角度α等を調整で移動することができる。よって、下側座巻部３４の
水平方向に対する角度α等の調整することにより、ばね反力軸ＡＲを荷重入力軸ＡＡと略
一致させることが可能となる（ＡＲ≒ＡＡ）。
【００７１】
　これにより荷重軸線力ＷＵをばね反力ＷＲで打ち消して、ショックアブソーバ１４の横
力を回避し、フリクションの発生を抑制することができる。更に、ばね反力ＷＲは略上側
座巻中心点ＣＭＵに作用するため、ストラットマウント２０の軸受部４２に略均一な荷重
が掛かり、マウントのこじりを抑えることができる。
【００７２】
　次に、懸架コイルばね１０を装着した懸架装置１２に対し、車輪４４から路面反力Ｗが
入力された際の上側座巻部３２と上側座２２、下側座巻部３４と下側座２４の各接触状態
について説明する。
【００７３】
　図５は、車輪４４からの路面反力Ｗの値が変化したときの上側座巻部３２と上側座２２
、及び下側座巻部３４と下側座２４の各接触状態を示している。
【００７４】
　図５（Ａ）は路面反力Ｗが小さい状態、図５（Ｂ）は路面反力Ｗが通常の状態、図５（
Ｃ）は路面反力Ｗが大きい状態を示している。
【００７５】
　路面反力Ｗが変化することにより、懸架コイルばね１０は路面反力Ｗの大きさに応じて
変形する。この懸架コイルばね１０の変形に伴い、上側座２２に対する上側座巻部３２、
下側座２４に対する下側座巻部３４の各接触状態は変化する。
【００７６】
　しかしながら、本実施形態に係る懸架コイルばね１０は懸架装置１２に装着された状態
において、上側座２２と上側座巻部３２とが上側座巻部３２に設けられた二箇所の上側接
触点Ｐ１，Ｐ２のみで実質的に接触している。
【００７７】
　よって、上側座巻部３２と上側座２２とは上側接触点Ｐ１，Ｐ２の２点で強く接触して
いるため、上側座２２はこの上側接触点Ｐ１と上側接触点Ｐ２を結ぶ上側前後方向線ＦＢ
Ｕを中心として揺動する。このため、懸架コイルばね１０が路面反力Ｗの大きさに応じて
変形しても、上側前後方向線ＦＢＵは常に上側座巻中心点ＣＭＵを通る位置を維持する。
【００７８】
　また下側座巻部３４についても、懸架装置１２に装着された状態において、下側座２４
と下側座巻部３４とが、下側座巻部３４に設けられた一箇所の下側接触点Ｐ３で実質的に
接触するよう構成されている。これにより下側座巻部３４も下側座２４と下側接触点Ｐ３
において強く接触し、懸架コイルばね１０が路面反力Ｗの大きさに応じて変形しても、下
側左右方向線ＲＬＬ上で、かつ下側座巻中心点ＣＭＬよりも車両外側に離間した位置を維
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持する。
【００７９】
　よって、路面反力Ｗが変動してもばね反力軸ＡＲの延出する方向（図５（Ａ）～（Ｃ）
に一点鎖線の矢印で示す方向）が大きく変化することはない。よって、荷重入力軸ＡＡと
ばね反力軸ＡＲとが一致した状態は維持されるため、ショックアブソーバ１４にフリクシ
ョンが発生することを防止し、ストラットマウント２０のこじりを抑えることができる。
【００８０】
　次に、上記した懸架コイルばね１０の変形例について説明する。
【００８１】
　図６及び図７は、懸架コイルばね１０の変形例である懸架コイルばね６０，７０を示し
ている。なお、図６及び図７において、図１乃至図５に示した懸架コイルばね１０の構成
と対応する構成については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００８２】
　図６に示す変形例の懸架コイルばね６０は、上側座巻部３２を約０．６巻としている。
この構成では、上側接触点Ｐ１'，Ｐ２'を結ぶ線分である上側前後方向線ＳＦＢＵ１は、
上側前後方向線ＦＢＵに対し平行に延在した構成となっている。また、この約０．６巻と
された上側座巻部３２は、上側左右方向線ＲＬＵに対して略対称となるよう構成されてい
る。更に、上側前後方向線ＳＦＢＵ１は上側座巻中心点ＣＭＵとは交差しておらず、上側
座巻中心点ＣＭＵよりも車両内側方向に図中矢印ΔＭ１で示す寸法だけ離間した構成とな
っている。
【００８３】
　図７に示す変形例の懸架コイルばね７０は、上側座巻部３２を約０．４巻としている。
この構成においても、上側接触点Ｐ１''，Ｐ２''を結ぶ線分である上側前後方向線ＳＦＢ
Ｕ２は、上側前後方向線ＦＢＵに対し平行に延在した構成となっている。また、この約０
．４巻とされた上側座巻部３２は、上側左右方向線ＲＬＵに対して略対称となるよう構成
されている。更に、上側前後方向線ＳＦＢＵ２は上側座巻中心点ＣＭＵとは交差しておら
ず、上側座巻中心点ＣＭＵよりも車両外側方向に図中矢印ΔＭ２で示す寸法だけ離間した
構成となっている。
【００８４】
　この離間量は、上側座巻部３２の巻数にして、０．４巻以上０．６巻以下の範囲に設定
することが望ましい。これは、上側座巻部３２の巻数が０．４巻未満になった場合、及び
上側座巻部３２の巻数が０．６巻を超えた場合には、上側接触点Ｐ１，Ｐ２が上側座巻中
心点ＣＭＵから大きく離間するため、ショックアブソーバ１４の摺動部におけるフリクシ
ョンが増大し、ストラットマウント２０の軸受部に偏った荷重（ばね反力）が作用してマ
ウントのこじりが生じる可能性が高くなるからである。
【００８５】
　これに対し、上側座巻部３２を０．４巻以上０．６巻以下とした場合には、ショックア
ブソーバ１４の摺動部におけるフリクションが増大し、ストラットマウント２０の軸受部
に偏った荷重（ばね反力）が作用してマウントのこじりが生じることはない。
【００８６】
　以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形
態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内におい
て、種々の変形・変更が可能なものである。
【００８７】
　例えば、上記実施形態では上側座巻部３２を０．５巻等にすることにより、実質的に二
点（上側接触点Ｐ１，Ｐ２）で上側座巻部３２と上側座２２とが強く接触する構成とした
。しかしながら、上側座巻部３２又は上側座２２の上側接触点Ｐ１，Ｐ２に対応する位置
に突起を形成する構成としてもよい。この構成とすることにより、上側座巻部３２と上側
座２２とを確実に二点で強く接触させることが可能となる。
【００８８】
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　また、上記実施形態では下側座巻部３４を逆ピッチとし、これにより下側座巻部３４が
下側座２４に対して実質的に一点で強く接触することによりばね反力軸ＡＲを傾ける構成
とした。しかしながら、下側座巻部をフラットにすると共に下側座に傾斜部を形成するこ
とにより、ばね反力軸ＡＲを傾ける構成としてもよい。
【符号の説明】
【００８９】
１０，６０，７０　懸架コイルばね
１１　コイルばね本体
１２　懸架装置
１４　ショックアブソーバ
２０　ストラットマウント
２２　上側座
２４　下側座
３０　車体
３２　上側座巻部
３４　下側座巻部
４２　軸受部
４４　車輪
ＡＡ　荷重入力軸
ＡＬ　ロアーアーム軸
ＡＲ　ばね反力軸
ＡＳ　ストラット軸
ＣＭ　座巻中心軸
ＣＭＵ　上側座巻中心点
ＣＭＬ　下側座巻中心点
ＦＢＵ　上側前後方向線
ＳＦＢＵ１．ＳＦＢＵ２　上側前後方向線
ＦＢＬ　下側前後方向線
ＲＬＵ　上側左右方向線
ＲＬＬ　下側左右方向線
Ｗ　路面反力
ＷＵ　荷重軸線力
ＷＣ　ロアーアーム軸力
ＷＲ　ばね反力
Ｐ１，Ｐ２　上側接触点
Ｐ３　下側接触点
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